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第１最低賃金・賃金引上げに向けた支援、非正規雇用労働者の
処遇改善等（１）最低賃金・賃金の引上げに向けた生産性向上等に取り組む企業への支援

4

〇 賃金の引上げに向けた生産性向上に取り組む中小企業を支援する「業務改善助成金」の周知・活用の推進に取り組んできた。 【①】

〇 使用者団体や事業場等に対して、業務改善助成金を積極的に周知した結果、申請件数は前年同時期の約2.4倍増と急増している。【②】

〇 業務改善助成金の一層の利用促進のため引き続き周知を図るとともに、申請事業場が計画した設備投資等の生産性向上の取組を速やかに
実施できるよう迅速かつ適切な業務処理が求められる。

＜これまで（今年度上期）の取組＞

・使用者団体（55）、生活衛生同業組合（10）、その他社会保険労務士会など団体（４）、金融機関（６）、県市町（20）に周知依頼文

（局独自リーフレット）を送付し、局ホームページや広報誌への掲載を依頼（４月）。

・労働保険年度更新申告書受付相談会12会場でリーフレット配付（６～７月）。

・山口県商工会連合会から要請を受けて、経営指導員研修会で業務改善助成金制度を説明（７月26日）。

＜今後（今年度下期）の取組＞

・企業における賃金引上げの取組の好事例を「賃金引上げ取組事例集」として作成し、広く周知する。

・雇均室主催の各種セミナーの機会を利用して、事業主へ周知を図る。その際、キャリアアップ助成金等の各種支援策とパッケージにし

たリーフレットを用いるなど、幅広いニーズに合わせた広報を行う。

申請件数 交付決定

262件
（110件）

87件 ※1

（50件）※2

【②】令和６年度 業務改善助成金申請処理状況

注）令和６年９月末現在、（ ）は前年同月数値
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賃金引上げ事例紹介動画（YouTube）【①】業務改善助成金申請処理状況

第１ 最低賃金・賃金引上げに向けた支援、非正規雇用労働者の処遇改善等



第１ 最低賃金・賃金引上げに向けた支援、非正規雇用労働者の処遇改善等

（２）最低賃金制度の適切な運営

5

〇 山口地方最低賃金審議会において充実した審議が尽くせるよう公益委員を中心に丁寧な調整を行う等、経済情勢を踏まえ、円滑な運営に
取り組んだ。令和６年度は本審を計５回、専門部会を４回開催し、目安額を１円上回る51円、過去最高額の引上げで結審し、10月１日発効
となった。

〇 今後、改正された最低賃金を広く県民に周知し、最低賃金の履行を確保していく。

＜これまで（今年度上期）の取組＞

・最低賃金引上げの答申後、審議会会長、部会長及び労働局長による記者会見を実施し、報道各社から大きくニュースに取り上げられた。

・地方公共団体、使用者団体、産業団体及び大学・専門学校等482か所に対し、広報誌等への掲載を依頼するとともに、最低賃金周知用

リーフレットを送付。

・レノファ山口ホームゲーム（第１弾）及び下関駅前（第２弾）において「山口県最低賃金周知キャンペーン」を実施（９月）。【①】

＜今後（今年度下期）の取組＞

・特定最低賃金（４業種）に係る審議会を円滑に運営し、改正特定最低賃金を関係事業者等に積極的に周知・広報する。

・第14次最低工賃改正計画に基づき「学校服製造業最低工賃」の見直しを行う。

・令和７年２月を中心に最低賃金の履行確保に係る監督指導を実施する。

【第１弾】レノファ山口ホームゲーム

（維新みらいふスタジアム）

【第２弾】下関駅前・大丸前

【①】山口県最低賃金周知キャンペーン 最低賃金周知用リーフレット



第１ 最低賃金・賃金引上げに向けた支援、非正規雇用労働者の処遇改善等

（３）監督署と連携した同一労働同一賃金の徹底

6

〇 雇用形態に関わらない公正な待遇の確保に向けて、監督署から情報提供を受けることにより、「労働者派遣法」及び「パートタイム・有
期雇用労働法」に基づき効率的な報告徴収を行い、同法第８条「不合理な待遇の禁止」に関する是正指導の実効性を高めてきた。

〇 令和５年度に行った報告徴収のうち、監督署の情報提供に基づくものの同割合は54％となるほか、法第８条の是正指導率は27.4％となり、
令和４年度と比べ約８倍に増加した。【①】【②】

〇 報告徴収の結果、法違反には当たらないものの、雇用管理改善に向けた取組が望まれる企業に対して、「働き方改革サポートオフィス山
口」（以下「サポートオフィス山口」という。）の活用など支援策の周知を図ることにより、企業の自主的な取組を促し、非正規雇用労働
者の待遇改善に向けた確実な取組に繋げていく必要がある。

＜これまで（今年度上期）の取組＞

・パートタイム・有期雇用労働法に基づく報告徴収の年間計画件数235件に対して、９月末までに128件実施（実施率54.5%）。

・労働者派遣法に基づく指導は年間目標47件に対して、９月末までに11件実施（実施率23.4％）。

＜今後（今年度下期）の取組＞

・引き続き同一労働同一賃金の考え方等、法及び支援策の周知を図るとともに、報告徴収等の実施により着実な法の履行確保を図る。

【②】パートタイム・有期雇用労働法の施行状況
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第１ 最低賃金・賃金引上げに向けた支援、非正規雇用労働者の処遇改善等

（４）非正規雇用労働者の処遇改善・正社員化を行う企業への支援

7

〇 いわゆる「年収の壁」対策として令和５年10月に策定された「年収の壁・支援強化パッケージ」の円滑な施行に向け、キャリアアップ助
成金（社会保険適用時処遇改善コース）の周知について、様々な方法を用いて積極的に取り組んできた。

また、サポートオフィス山口では、非正規雇用労働者の処遇改善を含む、中小事業主の「働き方改革」に関する様々な課題について、専
門家（社会保険労務士）による電話・窓口相談、企業訪問コンサルティング、事業主向けセミナーの開催と講師派遣などのワンストップ支
援を行っている。【①】

〇 キャリアアップ助成金（社会保険適用時処遇改善コース）については、年金事務所と連携した説明会の開催、ラジオCMの放送、ハロー
ワークにおける事業所訪問等による周知などに取り組んだ結果、事業主からの計画届は順調に提出されている。【②】

＜これまで（今年度上期）の取組＞

・10月の社会保険適用拡大を見据え、７月１日から９月20日までを集中取組期間として目標数を定め、ハローワークにおける事業所訪問に

よる活用勧奨を実施。【③】

・事業主向け説明会の場を活用し参加企業に対して周知した。【④】

・県内11商工会議所が発行する会報に周知用リーフレットの折込みを行った（20,150枚）。

＜今後（今年度下期）の取組＞

・ハローワークの窓口、事業所訪問及び各種説明会の場など、あらゆる機会を活用して積極的な活用勧奨を実施する。

【③】活用勧奨件数

【④】事業主向け説明会周知実績

名称 参加企業数

学卒求人説明会 920社

算定基礎届事務講習会 1,740社

目標数 117社

実績 260社

進捗率 222.2％

※R６.9月末【②】計画届受理件数

※R６.９月末

目標 実績 進捗率

令
和
６
年
度

相談件数 480件 252件 52.5％

訪問コンサル
ティング件数

460件 259件 56.3％

セミナー回数 40回 20回 50.0％

【①】働き方改革サポートオフィス山口の活動実績

※１ Ｒ５は10月～３月の実績

※１

※２

※２ Ｒ５ の実績は、年間平均に６ヶ月（４月～９月）を乗じた数値



第１ 最低賃金・賃金引き上げに向けた支援、非正規労働者の処遇改善等

〇 職業訓練の支援を行う必要があるとハローワークが認めた方に、「公共職業訓練」や雇用保険を受給できない方などが生活支援の給付金
を受給しながら無料で受講できる「求職者支援訓練」の受講勧奨を行い、訓練期間中も訓練実施施設と連携した就職支援を実施した【①】

〇 ハローワークに「すまい・生活・しごと総合サポート（ハローワーク・ワンストップ窓口）」を設置。生活保護受給者や住居確保給付金
受給者、生活困窮者等に対して求職者支援制度（特に、「職業訓練受講給付金」（月10万円＋通所手当＋寄宿手当））などの説明や職業訓
練への応募勧奨もワンストップで行っており、雇用保険受給ができない方の安定就労に向けた総合的な支援を積極的に行っている。

〇 「公的職業訓練」や「求職者支援制度」について、ハローワークを利用していない潜在的求職者の掘り起こしによる周知が必要。

＜これまで（今年度上期）の取組＞

・児童扶養手当の現況届を提出される８月に、県内16市町、18会場（山口市、岩国市は２会場）に出張相談窓口を設置し、常設窓口のある

下関市と合わせて「出張ハローワーク！ひとり親全力サポートキャンペーン」を実施。市町に対して現況届の発送時に求職者支援制度の

リーフレットの同封を依頼し、正規雇用への再就職や転職を検討するひとり親の方を窓口に誘導し、個別職業相談を実施。【②】

＜今後（今年度下期）の取組＞

・山口県、山口職業能力開発促進センター（ポリテクセンター山口）との共催により、11月10日のＪリーグ公式戦（レノファ山口最終戦）

にて「ハロートレーニング」（公的職業訓練）の周知活動を実施する。当日は、来場者に周知用リーフレットを配布予定。
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8６

窓口設置
自治体数

相談件数
支援対象者
となった数

R５ 17 113 25

R６ 17 132 38

※常設窓口（下関市）を含む。
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第２ リ・スキリング、労働移動の円滑化等の支援
１ リ・スキリングによる能力向上支援

（１）指定された教育訓練を修了した場合の一部支給による経済社会の変化に対応した労働者個々人の
学び・学び直しの支援

（２）在職時からの継続的な支援を行うキャリア形成／リスキリング推進事業の実施

〇 労働者の主体的なリ・スキリングによる能力向上支援の充実に向け、企業や学校に対する支援拠点として、山口市に「キャリア形成・リス
キリング支援センター」（以下「センター」という。）を設置するとともに、県内の全てのハローワークにも専門の相談コーナーを設置し、
個人に対してジョブ・カード及び労働市場や職業・教育訓練等に関する情報を活用したキャリアコンサルティングを実施している。 【①】

〇 厚生労働大臣の指定を受けた教育訓練を受講した場合に費用の一部が支給される教育訓練給付制度について、山口地域職業能力開発促進協
議会などを通じて地域の訓練ニーズの把握に努め、ニーズの高い分野の訓練実施機関に対して、制度の周知や講座指定申請勧奨を継続してい
る。【②】

〇 山口県の教育訓練給付の指定講座の内訳は、輸送・機械運転関係が約３分の２を占めているが、今後、講座の需要が見込まれる分野を適切
に把握し、そのニーズにマッチした訓練を確保するよう働きかけることが求められる。【③】

＜これまで（今年度上期）の取組＞

・指定講座拡大に係る企業等の訪問による申請勧奨を行った (輸送・機械運転関係、医療・社会福祉・保健衛生関係、情報関係など８社）。

・令和６年度第１回キャリア形成・リスキリング推進事業連絡会議をオンラインにて開催。事業全体の意見交換、次回会議に向けた課題に

について協議した（７月４日）。

・企業に対する支援内容周知のため、人材開発支援助成金の支給決定通知にセンターのリーフレットを同封。

＜今後（今年度下期）の取組＞

・令和６年度第１回山口地域職業能力開発促進協議会において、県内の教育訓練給付制度の指定講座の状況等を説明するとともに、地域の

訓練ニーズを踏まえた適切な訓練確保等について協議する（10月30日）。

輸送・機械運転, 

66%
医療・社会

福祉・保健

衛生, 19%

営業・販売・

サービス, 2%

製造, 1% その他, 12%

分野別

内 訳

【② 】教育訓練給付制度リーフレット 【③】山口県の分野別指定講座状況【①】キャリア形成・リスキリング支援センターリーフレット
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第２ リ・スキリング、労働移動の円滑化等の支援
１ リ・スキリングによる能力向上支援

（４）労働者の主体的なリ・スキリングを支援する中小企業への賃金助成の拡充等による企業における人材
育成の推進

10

〇 令和４年度以降、企業における人への投資を強力に支援するため、労働者に職業訓練等を実施した際の経費や期間中の賃金を助成する
人材開発支援助成金の「人への投資促進コース」及び「事業展開等リスキリング支援コース」の活用勧奨にあらゆる機会を通じて取り組ん
できた。

〇 個別企業に対する活用勧奨を強化した結果、当該コースの計画届受理件数は令和５年度以降、大きく増加している。【①】

＜これまで（今年度上期）の取組＞

・ハローワークごとの目標数を設定し、原則事業所訪問による個別企業に対する活用勧奨を実施。【②】

・建設業及び運送業におけるトレンド（DX化、2024年問題）に対処する場合の助成金活用事例にフォーカスしたリーフレットを作成し、

事業所訪問による活用勧奨や学卒求人説明会等において配布し周知を図った。【③】

・訓練実施機関（自動車学校：５校）を訪問し、当該コースについて周知を依頼。

＜今後（今年度下期）の取組＞

・引き続き、ハローワークにおける活用勧奨に計画的に取り組む。

・事業主向けセミナーを開催し、助成金の活用事例を交えた説明を実施する。【④】

年間目標数 669社

実績 519社

進捗率 77.6％

【②】活用勧奨件数 ※R６.9月末 【③】建設業・運送業向けリーフレット

開催日 場所 名称

10月29日 岩国市
人手不足時代の
人材確保セミナー

11月15日 周南市
求人事業所向け

セミナー

【④】事業主向けセミナー開催実績

【①】計画届受理件数

※Ｒ４及びＲ５ の実績は、年間平均に６ヶ月（４月～９月）を乗じた数値
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第２ リ・スキリング、労働移動の円滑化等の支援
２ 成長分野等への労働移動の円滑化

（３）地域雇用の課題に対応する地方公共団体等の取組の支援

11

〇 山口県は人口減少率が高く、少子高齢化が全国平均より早いペースで進行しており、産業人材の確保をはじめ地域経済の活性化に影響を
及ぼしており、地域産業を支える人材の確保・育成を目的に国の「地域活性化雇用創造プロジェクト」（山口県人材確保・育成促進事業）
【①】に取り組んでいる。

また、山口県（平成27年３月）、下関市（平成28年３月）、山口市（平成29年７月）、周南市（令和６年３月）と雇用対策協定を締結し
地域の雇用対策に取り組んでいる。

〇 UJIターン就職希望者の県内移住就業などに取り組む「地域活性化雇用創造プロジェクト」を着実に実施するとともに、雇用対策協定の締

結先である地方公共団体を増やすなど、国と地方公共団体が地域の課題に一丸となって取り組むことが必要である。

＜これまで（今年度上期）の取組＞

・ハローワーク、山口県において、「地域活性化雇用創造プロジェクト」の特例による人材確保を目的とした助成金の周知を実施。

・就職面接会や高齢者就職支援セミナーなど雇用対策協定に基づく事業を地方公共団体と連携・開催。

・「県内企業人材確保促進月間」における企業・経済団体への共同要請（５月31日）。【②】

・「ふるさと山口Uターンフェア」【③】の開催。その他、労働局・ハローワーク・地方公共団体と各種の雇用対策事業を共同で実施。

＜今後（今年度下期）の取組＞

・「ふるさと山口WEB就職フェア」や「建設企業合同説明会」【④】の開催など、地方公共団体と連携して地域の実情に応じた雇用対策を

実施する。

【②】経済団体要請 【③】Ｕターン就職フェア【①】地域活性化雇用創造プロジェクト 【④】建設企業合同説明会



第２ リ・スキリング、労働移動の円滑化等の支援
３ 中小企業等に対する人材確保の支援

（１）ハローワークにおける求人充足サービスの充実

12

〇 ハローワークにおいて、求人条件の緩和や魅力ある求人票の作成等の助言、事業所訪問等を通じた事業所情報の収集など、求人者支援の
充実を図っている。

〇 求人者支援員は個々の求職者に適合する求人の開拓、求人充足に向けて求職者が応募しやすい求人内容の設定や求人条件の緩和等の助言、
積極的マッチングによる求人充足業務等をきめ細かく行っている（求人者支援員による充足数１人当たり114.6人８月末現在）。【①】

〇 求人者に対しては、魅力的な求人でない限り求人充足が難しいという認識を持って、事業所訪問による情報収集や、求人者に対する能動
的な働きかけを量・質ともにより一層充実させる必要がある。

＜これまで（今年度上期）の取組＞

・11月を「求人充足強化月間」と定め、各ハローワークで期間中に各種イベントを開催するなど、求人充足サービスを強化。

・６月に若手職員、７月に統括職業指導官に対して担当職員向け研修を行い、求人部門職員の育成を行った。

＜今後（今年度下期）の取組＞

・上期に引き続き、魅力的な求人でない限り求人充足が難しいという認識に立って、事業所訪問による情報収集や、求人者に対する能動的

な働きかけを量・質ともにより一層、充実するように取り組む。

・「求人充足強化月間」周辺において、各ハローワークで各種イベントを開催する。【②】

また、山口所、防府所及び労働局の共催により、山口市において就職面接会を開催する。【③】

年間目標数
（1人当たり）

263人以上

実績
（1人当たり）

114.6人

進捗率
（1人当たり）

43.6％

【③】山口・防府地域合同就職説明会【①】求人者支援員による充足数（８月末現在） 【②】人材確保セミナー（岩国所）



第２ リ・スキリング、労働移動の円滑化等の支援
３ 中小企業等に対する人材確保の支援

（２）人材確保対策コーナー等における人材確保支援

〇 近年、多くの産業において、人材不足と人材確保の動きが顕在化しており、従前より人材不足が深刻であった医療・介護、保育、建設、
警備、運輸等の人材不足分野【①】の多くの事業所において人材不足の傾向が深刻化し、特に重点的な人材確保の取組が求められている。

〇 人材確保対策を効果的・効率的にするため、人材不足分野職種関係団体や山口県等と「人材確保対策推進協議会」【②】（４月23日）を
設置し、相互の施策についての理解促進を図るとともに、必要な情報を共有の上、各人材不足分野における連携方策等の取組計画を策定。

〇 人材不足分野等の事業主への求人支援の過程において、労働条件や就業環境の整備等の改善にも取り組む必要がある。

＜これまで（今年度上期）の取組＞

・人材確保対策コーナー等において、人材不足分野を中心とした求人者向け・求職者向け各種セミナーを実施。【③】

・人材不足分野を中心とした事業所説明会、ミニ面接会による企業と求職者のマッチング・イベントを実施。

＜今後（今年度下期）の取組＞

・介護分野におけるマッチングを促進するため、11月に県下全てのハローワークにおいて「介護就職デイ」を開催する。

・バス・タクシーの運転士の人材確保・育成を目的とした地方公共団体等との共同イベントを実施する。【④】

・建設産業の担い手確保対策の一環として、10月から11月に労働局・ハローワークと山口県が共同で「建設企業合同説明会」を開催する。

【③】各種セミナー チラシ【②】人材確保対策推進協議会【①】人材不足分野就職件数（９月末現在）

資料提供 KRY（山口放送）

項目/年度 令和５年度 令和６年度

医療 592 615

介護・保育 1,123 958

建設 314 311

警備 164 185

運輸 497 728

13

【④】共同イベント チラシ



第３ 多様な人材の活躍と魅力ある職場づくり
１ フリーランスの就業環境の整備

（１）フリーランス・事業者間取引適正化等法の周知啓発、同法の執行体制や相談体制の充実

14

〇 令和６年11月１日に施行されるフリーランス・事業者間取引適正化等法の周知啓発及び履行確保を図ることで、フリーランスが安心し
て働ける環境を整備する必要がある。

〇 フリーランス・事業者間取引適正化等法の施行に備え、フリーランスや発注事業者等に対しあらゆる機会を捉えて法の周知を行った。

また、フリーランスから、発注事業者等との取引上のトラブルについて相談を受けた場合は、弁護士にワンストップで相談できる窓口
「フリーランス・トラブル110番」を案内した。【①】

〇 形式的には業務委託契約を締結していたとしても、労働基準法の労働者性が疑われる事案では、丁寧に話を聞き、労働基準法等の法違
反がある場合には、監督署において厳正に監督指導を行う必要がある。

＜これまで（今年度上期）の取組＞

・使用者５団体に対し労働局長による訪問要請を実施。

・フリーランスとの取引が多いと思われる業界団体（山口県トラック協会、山口県建設業協会、山口県建設労働組合、山口県情報産業協

会）や事業所（印刷業）を訪問し、法の説明と実態把握を行った。

・関係機関・団体（88機関）に対する周知依頼文書の送付と広報誌等への掲載依頼、税務署に対する訪問によるリーフレット配架依頼、

労働局主催の各種説明会等における法の周知、局ホームページ等への説明会アーカイブ動画の掲載等、広範な周知啓発に取り組んだ。

・企業への個別指導時において、フリーランスとの取引実績の有無を把握し、法について説明。

＜今後（今年度下期）の取組＞

・法の施行後は、相談や問合せの内容に応じて、労働局所管の事案には適切に対応するとともに、他の行政機関等が所管する事案につい

ては、取次ぎを行う。【②】

・フリーランスから法違反に関する申出があった場合には、遅滞なく申出内容を聴取し、発注事業者等に対する調査・是正指導等を行い、

履行確保を図る。

0120-532-110
(受付時間9：30～16：30 土日祝日を除く)

フリーランスが発注事業者等との取引上のトラブルなど
がある場合に弁護士にワンストップで相談できる窓口

【公正取引委員会・中小企業庁】

・取引条件の明示義務（３条）

・期日における報酬支払義務（４条）

・受領拒否・報酬の減額等の行為の禁止（５条）

・報復行為の禁止（６条３項）

【厚生労働省】

・募集情報の的確表示義務（12条）

・育児介護等と業務の両立に対する配慮義務（13条）

・ハラスメント対策に係る体制整備義務（14条）

・中途解除等の事前予告・理由開示義務（16条）

・報復行為の禁止（17条３項）

【①】フリーランス・トラブル110番 【②】法違反行為への対応・申出先行政機関



第３ 多様な人材の活躍と魅力ある職場づくり
２ 仕事と育児・介護の両立支援

（１）業務を代替する体制整備・柔軟な働き方の導入等も含めた仕事と育児・介護の両立支援の拡充

15

〇 育児休業を取得しやすい職場環境の整備、男性の育児休業取得促進等を柱とする育児・介護休業法について、企業指導や説明会等、あらゆ
る機会を捉えて周知啓発を行ってきた。【①】

〇 全国男性の育児休業取得率は30.1％（令和５年度雇用均等基本調査_全国）と前年度調査17.1％から急増したが、令和７年度までに50％と
する政府目標には達していない。なお、山口県における男性の育児休業取得率についても、31.0％と前回調査（R1実績10.9％）を大きく上
回っている（令和５年度働き方改革推進実態調査）。

〇 本年５月、改正育児・介護休業法及び改正次世代育成支援対策推進法（以下「改正法」という。）」が公布され、(１)子の年齢に応じた柔
軟な働き方を実現するための措置の拡充、 (２)育児休業の取得状況の公表義務の拡大（労働者数1,000人超→300人超の事業主）や次世代育
成支援対策の推進・強化、 (３)介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等の措置が講じられることから、令和７年４月から
の段階的施行に向けて、労使団体等と連携して改正内容の周知に取り組む必要がある。

＜これまで（今年度上期）の取組＞

・改正法の概要について、関係機関・団体の各種会合でリーフレット配付や説明を実施。

・山口県と連携し、子育て支援・母子手帳アプリを通じ、子育て世代の方に改正法の概要を周知。
・介護離職防止に向けて、地域包括支援センターとの連携強化を図るため、同センター職員を対象に「仕事と介護の両立支援制度研修会」

を実施。

・次世代育成支援対策推進法（以下「次世代法」という。）による子育てサポート企業の認定制度である「くるみん」等について、積極的

に取得勧奨し、認定申請手続のフォローアップを行った結果、令和６年度上半期、新たに「くるみん認定企業」として７社を認定。【②】

・「くるみん」等の認定取得に関心が高い建設業の企業を対象とした「えるぼし・くるみん認定制度オンライン説明会」を開催。

・くるみん認定取得を支援する「サポートオフィス山口」及び「やまぐち働き方改革支援センター」のアドバイザーを対象に研修会を実施。

【①】企業の指導件数

５年度 ６年度
※R6.9月末現在

年間計画数 140社 35社

実績 145社 37社

進捗率 103.6％ 105.7％

【①】育児休業取得の状況公表※R6.9月末現在

対象企業 公表済企業 公表率

22社 22社 100％

【②】くるみん等認定企業数の推移（累計、単位：社）
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第３ 多様な人材の活躍と魅力ある職場づくり
２ 仕事と育児・介護の両立支援

（１）業務を代替する体制整備・柔軟な働き方の導入等も含めた仕事と育児・介護の両立支援の拡充

16

＜今後（今年度下期）の取組＞

・関係機関・団体へ改正法の周知依頼を行い、改正内容の積極的な周知を図るとともに、改正法説明会を開催し、育児休業給付や両立支

援等助成金の説明も併せて行う。【③】

・育児休業や育児短時間勤務中の業務を代替する周囲の労働者への手当支給や、代替要員の新規雇用を支援する両立支援等助成金「育休

中等業務代替支援コース」（令和６年１月新設）の活用を推進する。【④】

・引き続き、次世代法に基づく「一般事業主行動計画」の届出等の徹底を図る。【⑤】

【⑤】一般事業主行動計画策定企業数（山口県） ※9月末時点

令和５年度 1,391社（うち100人以下努力義務企業 884社） ＜届出率100.0％＞

令和６年度 1,661社（うち100人以下努力義務企業 1,151社） ＜届出率99.6％＞

【③】令和６年度両立支援等助成金 申請件数 ※R6.9月末

267社増加

令和６年度両立支援等助成金 申請等状況

コース名 申請件数 支給件数

出生時両立支援コース 18件（14件） 12件（14件）

介護離職防止支援コース ９件（18件） ６件（2件）

育児休業等支援コース 50件（57件） 44件（64件）

育休中等業務代替支援コース 1件（－件） 0件（－件）

※令和６年９月末現在、（ ）は前年同月数値

【④】両立支援助成金（育休中等業務代替支援コース）労働局長要請（９月）

山口県看護協会 中国水工（株）



第３ 多様な人材の活躍と魅力ある職場づくり
２ 仕事と育児・介護の両立支援

（２）子育て中の女性に対するハローワーク等による就職支援の強化

17

〇 子育ての課題を抱えながら就職を目指す求職者に対してきめ細かな支援に取り組むため、ハローワーク下関、宇部、山口、徳山にマザー
ズコーナーを設置し、子連れでも来所しやすいキッズコーナー【①】を整備するとともに、職業相談や仕事と子育てを両立しやすい求人情
報の提供を行っている。

〇 情報発信の強化を目的とし、各マザーズコーナーでLINEを活用している。友だち登録者数は徳山：3,349人、下関：2,542人、宇部：2,649

人、山口：591人（令和６年９月11日現在）と情報発信に役立てている。【②】

〇 関係機関等と連携を強化し、マザーズコーナーの存在を知ってもらうことでハローワークに誘導するとともに、LINEの機能をフル活用し、
SNSの情報発信をさらに強化する必要がある。

＜これまで（今年度上期）の取組＞

・様々な子育ての課題を抱えている求職者に対する、担当者制による就職までのきめ細かな支援を実施。

・自己理解等を促すセミナーを毎年２回実施。昨年度のアンケート結果を踏まえ、セミナーのテーマを「年収の壁」、「子育てに合わせた

働き方」等に変更。【③】

＜今後（今年度下期）の取組＞

・ハローワーク徳山マザーズコーナーのLINE機能の活用事例（LINEVOOM等）を横展開し、LINE機能をフル活用した情報発信に取り組む。

・引き続き、仕事と子育てが両立しやすい求人の確保に積極的に取り組み、LINEによる検索しやすい求人情報を発信する。

【①】ハローワーク下関 キッズコーナー 【②】ハローワーク徳山 登録者の推移 【③】子育て女性等の再就職準備セミナー
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（１）相談支援をはじめとする総合的なハラスメント防止対策の推進

18

〇 労働施策総合推進法（以下「労推法」という。）におけるパワーハラスメント防止対策の全面適用等も踏まえ、職場におけるハラスメ
ント防止対策について、あらゆる機会を通じて周知啓発や指導、相談支援に強力に取り組んできた。

〇 企業の理解・準備は着実に進み、ハラスメント防止対策に取り組んでいる企業割合は８割を上回る（全国調査）。一方で、ハラスメン
トに関する社会的認知も広がっているため、労働相談においては、相談件数が高止まりしている。【①】

〇 各種ハラスメント（パワーハラスメント、セクシュアルハラスメント、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント）について、
職場における防止対策が講じられるよう、企業に対して指導等を実施し、法の履行確保を図り、働く環境改善を支援する必要がある。
また、顧客等からのカスタマーハラスメントや、学生に対する就活ハラスメントなど、法律で義務化されていない様々なハラスメント

防止対策の推進も重要な課題となっている。

＜これまで（今年度上期）の取組＞

・ハラスメント防止措置を講じていない企業等に対して、年間40社を目標に各法律に基づく指導を実施。【②】

また、労使間の紛争について紛争解決援助の制度活用を促し、早期解決を支援。【③】

・大殿春秋会の要請を受けて、カスタマーハラスメント対策に関する講演を実施（参加企業：16社）（７月16日）。

・山口県立大学の就職ガイダンスにおいて、学生に対して就活ハラスメントに関する周知・注意喚起を実施（４月10日）。

＜今後（今年度下期）の取組＞

・引き続き厳正な是正・指導に取り組むほか、12月の「ハラスメント撲滅月間」中に集中的な周知啓発【④】に取り組むとともに、企業

担当者や労働者向けのハラスメント予約相談会を開催する。

【④】ハラスメント対策の総合情報サイト【②】企業の指導件数

年間計画数 40社

実績 21社

進捗率 52.5％

※R6.9月末

【③】紛争解決援助制度等件数

パワハラ
労働局長の援助申出件数 17件
調停申請件数 ２件

※R6.9月末

総合労働相談件数 令和5年度 11,545件 令和6年度(9月末) 6,401件
（
参
考
）
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【①】ハラスメントに関する相談件数

あかるい職場

の応援団
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（２）民間企業における女性活躍推進のための支援

19

〇 女性活躍推進法に基づく「男女の賃金の差異」の情報の公表が確実に行われるように、公表義務がある労働者数301人以上の企業に対し
啓発、指導を実施し、着実な履行確保を図るとともに、厚生労働省の企業情報集約サイトである「女性の活躍推進企業データベース」の
活用を促した。【①】

〇 山口県における現在の男女の賃金の差異の情報公表率は97.5％。また、令和５年度末時点における女性の活躍推進企業データベースを
活用した情報公表率は、全国平均70.6％を上回る82.1％となっている。【②】【③】

〇 山口県における男女間賃金格差は77.5％（全国74.8％）と依然として大きい（令和５年度調査）。男女の賃金の差異は、募集・採用、配
置・昇進・昇格、教育訓練等における男女差の結果として現れるものであることから、要因分析と情報公表を契機とした雇用管理の改善
や、より一層の女性活躍に向けた取組を促し、情報公表が義務付けられていない事業主に対しても、女性活躍に向けた取組を促していく
必要がある。【④】

＜これまで（今年度上期）の取組＞

・女性活躍推進法と男女雇用機会均等法に基づく報告徴収を同時に実施し、男女雇用機会均等法の確実な履行確保を図るとともに、女

活躍推進法に基づき、男女の賃金の差異の要因分析や経年比較、説明欄を活用した要因分析の内容等の公表、今後の取組について助言。

＜今後（今年度下期）の取組＞

・女性活躍推進法の確実な履行確保を図る。

・引き続き男女雇用機会均等法等違反が疑われる事案に対しては、速やかに行政指導等を実施し、法の履行確保を図る。

【④】えるぼし・くるみん【②】男女の賃金の差異の情報公表の状況 ※R6.9月末

義務企業数（A） うち公表済企業数（B) 公表率（B/A）

122社 119社 97.5％

【③】女性の活躍推進企業データベースによる情報公表の状況 ※R6.3月末

男女の賃金の差異
公表済企業数（A)

うちデータベース
公表済企業数（B）

データベースによる
公表率（B/A）

山口 117社 96社 82.1％

全国 17,843社 12,605社 70.6％

【①】女性の活躍推進企業データベース

オンライン説明会
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（１）長時間労働の抑制

20

〇 各種情報から時間外・休日労働時間数が１か月当たり80時間を超えていると考えられる事業場及び長時間にわたる過重な労働による過労
死等に係る労災請求が行われた事業場に対する監督指導を強力に取り組んできた。違法な長時間労働に係る重大又は悪質な事案に対しては、
司法処分を含め厳正に対処してきた。【①】

〇 令和６年度適用開始業務（建設業、自動車運転者、医師）等については、労働時間等説明会（令和３年から５年度までの開催回数延べ180

回(参加事業場3,321)）、サポートオフィス山口、山口県医療勤務環境改善支援センターとの連携による労働時間短縮支援を実施してきた。

〇 令和３年度以降の長時間労働が疑われる事業場に対する監督指導結果の違反率は、全国平均より低い。【②】

〇 令和６年度適用開始業務等については、取引慣行等の事情を要因とする長時間労働が認められることから、施主や荷主といった取引関係
者、ひいては国民全体の理解を得ることが課題である。

＜これまで（今年度上期）の取組＞（令和６年９月末現在）

・各種情報から時間外・休日労働が月80時間を超えていると考えられる事業場等に対して、監督指導を実施。

実施件数53件 / 年間計画98件（実施率54％）

・「やまぐち物流2024年問題の解決に向けた共同宣言（令和６年３月26日採択）」を踏まえ、荷主要請を109件実施した。

また、局独自リーフレット「国民になくてはならない物流をみんなで支えましょう」を作成し、広く国民に周知を図った。

・建設業向けの局独自リーフレット「工事を発注する方 そして私たちも変わっていきましょう」を作成し、広く国民に周知を図った。

・山口県医療勤務環境改善支援センターと連携し、令和６年7月末までに病院及び有床診療所等（202医療機関）への支援を全数実施した。

＜今後（今年度下期）の取組＞

・引き続き、長時間労働が疑われる事業場に対し、全数、監督指導を実施するとともに、11月の「過労死等防止啓発月間」において、過重

労働解消キャンペーンを実施する。また、令和６年度適用開始業務等に対する労働時間等説明会を全監督署で計21回実施する。

業 種

違反条文

事案概要

水産食料品製造業

労働基準法第32条第１項、同法第36条第６項

労働者29名に時間外・休日労働に関する協定の特別延

長時間（月99時間50分）を超えて労働させ、また、労

働者33名に月100時間以上の違法な時間外・休日労働

を行わせたもの

令和３年度 令和４年度 令和５年度

労働関係法令に違反が
あった事業場の違反率

山口局 59.1％ 74.8％ 73.4％

全国 74.0％ 81.2％ 81.2％

違法な時間外労働が
あった事業場の違反率

山口局 28.7％ 42.1％ 37.7％

全国 34.3％ 42.6％ 44.5％

【①】違法な長時間労働に係る送検事例（令和６年） 【②】長時間労働が疑われる事業場の監督指導結果
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（２）労働条件の確保・改善対策
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〇 基本的労働条件の枠組み及び管理体制の確立、定着のために、労働基準関係法令の遵守の徹底を図るとともに、重大又は悪質な事案に
対しては、司法処分を含め厳正に対処してきた。【①】～【③】

また、法令に関する知識や労務管理体制が必ずしも十分ではない中小企業の事業場に対しては、労働時間相談・支援班による適切な労
務管理の導入に向けた支援を行ってきた。

〇 誰もが安心して働くことができる良好な職場環境を実現するためには、最低基準である労働基準関係法令の履行確保が不可欠であり、
そのために労働局及び監督署は必要な権限行使を適正に行う必要がある。

＜これまで（今年度上期）の取組＞

・申告監督の実施件数は147件（前年度同期比10件（７％）増）である。また、相談・情報に基づく監督実施状況は194件（前年度同期比

68件（54％）増）で、うち賃金不払残業は101件（前年度同期比44件（77％）増、情報監督は93件（同24件（35％）増）である。

・司法事件の送検件数は10件（前年度同期比７件増）で、うち労基法注1（最賃法注2を含む。）関係が６件、安衛法注3関係が４件である。

・労働時間・相談支援班による相談・支援等の実施件数は59件である。

・就業規則の届出を行っていない事業場を複数確認したことから、独自リーフレットを作成して速やかな届出を呼び掛けた監督署の取組

が労働新聞社発行の労働新聞（発行部数22,500部）に掲載された。

＜今後（今年度下期）の取組＞

・引き続き、申告監督、労働者からの相談・情報に基づく監督を優先して実施するとともに、重大又は悪質な事案に対しては、司法処分

を含め厳正に対処する。
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（３）第14次労働災害防止計画を踏まえた労働者が安全で健康に働くことができる環境の整備
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【労働災害防止対策の推進】

〇 長期的には死亡災害・死傷災害ともに減少しているものの、近年は死亡災害は横ばい、死傷災害は増加傾向にある。また、高年齢労働者
が労働災害の1/3を占め、転倒災害が労働災害の1/4を占めている。

〇 令和５年の死亡災害は４年ぶりに1名減少、死傷災害も6年ぶりに減少したものの、熱中症で３名が死亡した。令和６年の労働災害は、
９月末で、死亡災害は前年同数、死傷災害は１件・0.1％増加している。

〇 長期的には高年齢労働者対策、転倒や腰痛などの行動災害の防止対策が課題。短期的には熱中症予防対策が課題であり、令和６年度は熱
中症予防対策を最重点課題として取組を実施。

＜これまで（今年度上期）の取組＞

・山口市消防本部（学生消防団）と連携して新山口駅で「熱中症予防街頭キャンペーン」を実施したほか、山口産業保健総合支援セン

ター、大塚製薬株式会社及び山口市消防本部と連携して、熱中症予防対策セミナーを開催。【①】【②】

・労働災害防止に係る監督指導等（監督署：573事業場）及び集団指導（労働局・署：57回）を実施したほか、災防団体や使用者団体等に

対し、労働局及び監督署の幹部が直接訪問する等により労働災害防止の要請を実施。

＜今後（今年度下期）の取組＞

・転倒や腰痛などの行動災害が増加傾向にある小売業・介護施設を対象に、管内のリーディングカンパニーや関係団体等を構成員とする

SAFE協議会を引き続き開催し、レノファ健康・元気体操を実施するほか、同協議会を開催し災害防止の機運醸成を図る。

・監督指導等及び各種会合等あらゆる機会をとらえて労働災害防止の指導・啓発を行う。

【②】熱中症予防セミナーの様子労働災害（休業４日以上）の発生状況 【①】熱中症予防街頭キャンペーンの様子
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【労働者の健康確保対策の推進】

〇 平成27年にストレスチェック制度が義務化（労働者50人以上）されてから、メンタルヘルス対策を重点的に推進するとともに、中小企業
等の産業保健活動を支援するため、山口産業保健総合支援センターと連携した取組を推進している。

〇 メンタルヘルスの取組状況は、労働者50人以上の事業場では98%以上となっているものの、30人から49人までの事業場では80.6％である
（30人未満事業場は把握なし）。また、治療と仕事の両立支援ガイドラインの認知度は80％（令和４年度調査）である。

〇 労働者50人未満事業場のストレスチェック実施率を５割以上とする（第14次防目標）。30人未満事業場に対するメンタルヘルス対策の推
進。治療と仕事の両立支援ガイドラインの認知度を100%に高める。

＜これまで（今年度上期）の取組＞

・大塚製薬（株）と「働く世代の健康づくり推進に向けた包括連携協定」を締結【①】し、働く世代の健康確保対策について協力を行った。

・メンタルヘルス自主点検（労働者30人未満800事業場）、健康診断自主点検（労働者300人未満1,000事業場）を実施し、メンタルヘル

ス対策及び短時間労働者の事業者健診の実施等について周知した。

・産業保健活動が低調な事業場に対して、山口産業保健総合支援センターの利用勧奨を行った（106事業場）。

・産業医の選任義務のない中小規模事業者の産業保健活動支援として、地域産業保健センターの利用勧奨を行った（124事業場）。

・治療と仕事の両立支援推進チーム会議を開催して周知を図った。【②】

＜今後（今年度下期）の取組＞

・治療と仕事の両立支援推進チーム主催によるセミナーの開催のほか、県内企業の取組事例集を作成し周知を図る。各種会合や事業場指

導の際にメンタルヘルス対策及び治療と仕事の両立支援等について周知する。

メンタルヘルス取組事業場割合 （令６年９月末集計） 【②】両立支援推進チーム会議の様子【①】大塚製薬との連携協定締結式の様子



第３ 多様な人材の活躍と魅力ある職場づくり
４ 安全で健康に働くことができる環境づくり

（４）労災保険給付の迅速・適正な処理

24

〇 労災補償行政の使命は、被災労働者に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付等を行うことにより、セーフティネットと
しての役割を担うことにある。その役割を果たすために、認定基準に基づき適切に労災認定を行っている。【①】

〇 過労死等事案については、脳・心臓疾患における業務の過重性や精神障害における業務の心理的負荷の強度の評価にかかる要因を確認す
る必要があり調査が多岐にわたることから、労災認定までに時間を要する事案が多い。

＜これまで（今年度上期）の取組＞

・過労死等事案、新型コロナウイルス感染症の請求事案について、認定基準に基づき適切な認定を行った。【②】【③】

＜今後（今年度下期）の取組＞

・過労死等事案については、組織的な対応を徹底し、認定基準の適切な運用により、的確な労災認定を行っていく。

・引き続き、業務に起因して新型コロナウイルスに感染した場合は、労災保険給付の対象となることについて、周知に取り組む。

【②】過労死等事案の請求及び支給決定件数

（件）

【①】労災認定業務の一場面 【③】過労死等事案の請求件数の多い業種
※令和３年度～令和６年９月末まで

※9月末時点

請求件数
1 5

3
3

精神障害

請求件数
1 18
2 9
3 7

製造業
医療、福祉

運輸業、郵便業

2
製造業
建設業

業種（大分類）

脳・心臓疾患

業種（大分類）
運輸業、郵便業

7

4

7

0

4

1
2

1

10

24

21

7

1

3

1

3

0

5

10

15

20

25

30

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

脳・心臓疾患（請求） 同左（支給決定） 精神障害（請求） 同左（支給決定）



第３ 多様な人材の活躍と魅力ある職場づくり
５ 多様な働き方、働き方・休み方改革

（３）年次有給休暇の取得促進に向けた働き方等の見直しのための支援等の実施

25

〇 年次有給休暇の取得促進に向けて、平成31年4月から全ての企業において、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して、年
５日については、使用者が時季を指定して取得させることが義務付けられている。

〇 年次有給休暇は、働く方の心身のリフレッシュを図ることを目的としており、夏季における年次有給休暇の取得促進の機運を醸成する
ため、働き方・休み方の見直しを促すポスターを使用者団体や県市町、労働組合等に配付し、広報を行った。

〇 令和７年までに年次有給休暇取得率70％以上とする政府目標が掲げられており、一層の取組を推進することが求められている。【①】

＜これまで（今年度上期）の取組＞

・労働時間の削減や年次有給休暇の促進に向けた環境整備に取り組む中小企業を支援する「働き方改革推進支援助成金」【②】について、

使用者団体（55）、生活衛生同業組合（10）、その他社会保険労務士会等団体（4）、金融機関（6）、県市町（20）に対して、周知

依頼文を送付し、ホームページや広報誌への掲載を依頼。（４月）

・使用者団体、労働組合、県市町、金融機関に対して、年次有給休暇の取得を促すポスターの掲示を依頼（６月）。【③】

＜今後（今年度下期）の取組＞

・10月の「年次有給休暇取得促進期間」や年末年始等の年次有給休暇を取得しやすい時季に集中的な広報を行う。

・山口県と連携し、山口県における取組（「家族でやま学の日」、「とも×いく」）も踏まえた効果的な広報を展開する。

【②】令和６年度働き方改革推進支援助成金 申請等状況

コース名 申請件数 交付決定件数

業種別課題対応コース
９件

（2件）
7件

（1件）

労働時間短縮・年休促進支援コース
27件

（19件）
12件

（11件）

勤務間インターバル導入コース
0件

（1件）
0件

（1件）

団体推進コース
5件

（1件）
３件

（1件）

※件数は令和６年９月末現在、（ ）は前年同月数値

【③】掲示依頼ポスター

49.4 51.1 52.4 56.3

56.6

58.3 62.1

41.8 43.5 44.8
52.7

59.7

56.3
49.1

0
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20
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40
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60

70

平成29年 平成30年 平成31年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年

【①】年次有給休暇取得率の推移（山口県・全国）

全国計 山口県
出典：就労条件総合調査

％



第３ 多様な人材の活躍と魅力ある職場づくり
６ 多様な人材の就労・社会参加の促進

（２）障害者の就労促進
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〇 令和６年４月から障害者法定雇用率が引上げになることについて、広くセミナーの開催やハローワークの事業所訪問等を通じて、事業
所への周知を図り、障害者雇用を促進してきた。【①】

また、障害者雇用率未達成企業を中心に、ハローワーク、障害者就業・生活支援センター・山口障害者職業センター等による「チーム
支援（企業・障害者）」の実施【②】、ハローワークに配置した専門のサポーターによる「精神・発達障害者しごとサポーター養成講座」
の開催（累計105回、2,986人受講）などに取り組んでいる。

＜これまで（今年度上期）の取組＞

・今年度から、山口障害者職業センターと共催して「事業主支援ワークショップ」を開催（年２回）。
・「チーム支援（企業・障害者）」を円滑に実施するため、労働局と、ハローワーク及び障害者就業・生活支援センターの連絡会議を開
催し、連携強化を図った（８～10月に６センター実施）。

・県内７社目となる、もにす認定事業主を認定し、地域における障害者雇用の身近なロールモデル企業増加を図った。【③】
＜今後（今年度下期）の取組＞
・未達成企業を中心に障害者雇用を推進するとともに、令和７年４月から予定されている除外率の引下げについて、企業に対し周知を図
る。

・法定雇用率引上げにより、新たに未達成企業となった企業に対し「チーム支援(企業・障害者)」を積極的に実施する。
・ 「精神・発達障害者しごとサポーター養成講座」のオンライン開催に向けて調整中。

【①】障害者の就職件数 【②】チーム支援実施状況 【③】県内７社目！もにす認定通知書交付式

企業向けチーム支援 雇入支援企業数 採用企業数

令和５年度第２四半期実績 ６６社 １４社

令和６年度第２四半期実績 ７０社 １５社

障害者向けチーム支援 支援開始者 就職者数

令和５年度上半期実績 ２５５人 １２４人

令和６年度上半期実績 ２４９人 １２３人



第３ 多様な人材の活躍と魅力ある職場づくり
７ 就職氷河期世代、多様な課題を抱える若年者・新規学卒者の支援

（１）就職氷河期世代に対するハローワークの専門窓口等における就職相談、職業紹介、職場定着までの一貫
した伴走型支援の推進

（２）地域若者サポートステーションにおける就職氷河期世代を含む就労自立支援

〇 就職氷河期世代の不安定就労者・無業者を対象として、キャリアコンサルティング、生活設計面の相談、各種セミナーや就職面接会の
開催、公的職業訓練等必要な能力開発のあっせん、求職者の適正・能力等を踏まえた求人開拓、就職後の定着支援等、安定した雇用の実現
等に向けた一貫した伴走型支援を実施している。【①】

〇 ハローワーク宇部に設置した就職氷河期世代専門窓口（以下「専門窓口」という。）における令和５年度正社員就職率は63.2％で、前年
度比16.7ポイント増加（全国平均62.3％）。【②】

〇 県内４カ所に設置する地域若者サポートステーション（以下「サポステ」という。）では、就労に当たって様々な課題を抱える若年無
業者や就職氷河期世代の職業的自立に向けた各種プログラムや職場定着のための支援メニューを実施している。

〇 令和５年度上半期に専門窓口を利用して就職した者の６か月後の定着率は67.7％と、およそ３人に１人が半年を経ずに離職している。

＜これまで（今年度上期）の取組＞

・県、労使団体等を参集して構成する氷河期プラットフォームを活用した支援委託事業として、ハローワークにおいて求職者向けセミナ

ー、企業説明会・相談会を実施し、会場には、ハローワーク及びサポステが個別相談ブースを設置（８月～1月）。【③】

＜今後（今年度下期）の取組＞

・専門窓口では、就職時に「しごと応援カード」を配付し、就職後の状況や悩み事の相談について相談しやすい環境を整える。【④】

・10月から宇部所において、マネープランの支援策として、ファイナンシャル・プランナーによる巡回相談を毎月開催する。【⑤】

27

【③】就職氷河期世代向けセミナー【①】就職氷河期世代支援

安定所 開催日 安定所 開催日

萩
8月28日
（水）

下松
9月27日
（金）

岩国
9月30日
（月）

山口
10月23日
（水）

下関
11月26日
（火）

徳山
12月9日
（月）

柳井
12月11日
（水）

防府
1月22日
（水）

宇部
11月20日
（水）

※宇部所以外は委託
事業として実施

【④】しごと応援カード【②】宇部所専門窓口案内 【⑤】ＦＰ相談会

27



第３ 多様な人材の活躍と魅力ある職場づくり
７ 就職氷河期世代、多様な課題を抱える若年者・新規学卒者の支援

（３）新卒応援ハローワーク等における多様な課題を抱える新規学卒者等への支援

28

【①】ハローワークの支援メニュー 【③】SNS等 【④】ユースエール認定交付式 ７月２６日

〇 オンライン面接等の普及により、就職活動の方法に変化が見られる中、学生の個々のニーズに応じて、個別支援を実施する必要がある。
また、ヤングケアラーなど、家庭・経済的環境により、就職活動に際して特別な支援ニーズを有する学生への支援も必要とされている。

〇 山口市に設置した山口新卒応援ハローワーク（以下「新卒ハローワーク」という。）及び各ハローワークに配置した就職支援ナビゲー
ター（以下「ナビゲーター」という。）が大学等と連携して、担当者制の個別支援による面接対策、各種セミナー、就職後の定着支援
【①】など、就職実現までの一貫したきめ細かな支援を実施している。

〇 課題を抱える学生を早期に把握し、ハローワーク等へ誘導し、きめ細かな支援を実施する必要がある。特に就職活動の開始が早い学生
と遅い学生の二極化は顕著で、その差は拡大しており、開始が遅い学生の支援を十分に行う必要がある。

＜これまで（今年度上期）の取組＞

・ナビゲーターの支援による就職件数は目標2,053件に対して、実績816件、達成率39.7％（9月末現在）。

・YouTube【②】を活用した新卒ハローワークの周知を行うとともに、LINEやインスタグラム【③】を活用した企業説明会、セミナー

開催情報及び就職活動におけるワンポイントアドバイスなどの情報発信を実施。

・若者の採用・育成に積極的で雇用管理の優良な中小企業を「ユースエール認定企業」として、今年度新たに５件認定。【④】

＜今後（今年度下期）の取組＞

・SNS等の更なる活用、地方公共団体の広報誌や局ホームページを活用したハローワーク等の利用を周知する。

・課題を抱える学生や就職活動の開始が遅い学生に対しては引き続き、大学等と連携してフォローアップを実施し、新卒ハローワークで

のセミナー参加や大学等への巡回相談を通じて、個別支援の実施する。

【②】 YouTube
やまぐち・ハローワークチャンネル
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